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(57)【要約】
【課題】送信条件の変化でバブルに印加される超音波強
度から新たな情報を有する超音波診断画像を再構成する
機能、及び新しい定量法のための演算機能を有する超音
波診断装置、画像処理装置、超音波診断装置の診断方法
、診断プログラム提供することである。
【解決手段】超音波診断装置１０に於いて、制御プロセ
ッサ２５、内部記憶装置２６にて、　第１の送信条件で
被検体Ｐの所定の断層面の第１の断層像を取得し、第１
の送信条件より造影剤バブルに印加する機械的作用が高
い第２の送信条件にて第２の断層像を取得する。こうし
て繰り返し直前の送信条件より機械的作用が高い送信条
件にて少なくとも３つ以上の断層像を取得する。そして
、画像生成回路２４、記憶部３０にて、前記取得した少
なくとも３つ以上の断層像から、前記機械的作用に対す
る超音波造影剤の感受性の差異を表現する再構成画像を
再構成する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内に超音波造影剤を投与した後に、被検体内部の診断対象を超音波で走査し、超音
波断層画像を取得する超音波診断装置に於いて、
　第１の送信条件で前記被検体の所定の断層面の第１の断層像若しくはそれに相当するエ
コー信号値を取得し、続けて直前の送信条件より造影剤バブルに印加する機械的作用が高
い第ｎ（ｎは２以上の整数）の送信条件にて第ｎの断層像若しくはそれに相当するエコー
信号値を取得し、以下繰り返し直前の送信条件より機械的作用が高い送信条件にて少なく
とも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得する送信制御手段と、
　前記送信制御手段で取得した少なくとも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコ
ー信号値から、前記機械的作用に対する超音波造影剤の感受性の差異を表現する再構成画
像を再構成する画像処理手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記機械的作用が高い送信条件は、前記直前の送信条件の超音波よりも高い送信駆動音
圧にて続く送信条件の超音波を照射することを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装
置。
【請求項３】
　前記機械的作用が高い送信条件は、前記直前の送信条件の超音波よりも低い周波数にて
続く送信条件の超音波を照射することを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　生体内に超音波造影剤を投与した後に、被検体内部の診断対象を超音波で走査し、超音
波断層画像を取得する超音波診断装置に於いて、
　第１の送信条件で前記被検体の所定の断層面の第１の断層像若しくはそれに相当するエ
コー信号値を取得し、続けて直前の送信条件より造影剤バブルに印加する機械的作用が高
い第ｎ（ｎは２以上の整数）の送信条件にて第ｎの断層像若しくはそれに相当するエコー
信号値を取得し、以下繰り返し直前の送信条件より機械的作用が高い送信条件にて少なく
とも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得する送信制御手段と、
　前記送信制御手段で取得した少なくとも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコ
ー信号値から、前記機械的作用に対するエコー信号強度の関係を表現する音圧依存曲線を
描画可能な演算処理手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　生体内に造影剤を投与した後に、被検体内部の診断対象を走査して断層画像を処理する
画像処理装置に於いて、
　第１の送信条件で前記被検体の所定の断層面の第１の断層像若しくはそれに相当するエ
コー信号値を取得し、続けて直前の送信条件より造影剤バブルに印加する機械的作用が高
い第ｎ（ｎは２以上の整数）の送信条件にて第ｎの断層像若しくはそれに相当するエコー
信号値を取得し、以下繰り返し直前の送信条件より機械的作用が高い送信条件にて少なく
とも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得する送信制御手段と、
　前記送信制御手段で取得した少なくとも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコ
ー信号値から、前記機械的作用に対する造影剤の感受性の差異を表現する再構成画像を再
構成する画像処理手段と、
　を具備することを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　生体内に超音波造影剤を投与した後に、被検体内部の診断対象を超音波で走査し、超音
波断層画像を取得する超音波診断装置の診断方法に於いて、
　第１の送信条件で前記被検体の所定の断層面の第１の断層像若しくはそれに相当するエ
コー信号値を取得し、続けて直前の送信条件より造影剤バブルに印加する機械的作用が高
い第ｎ（ｎは２以上の整数）の送信条件にて第ｎの断層像若しくはそれに相当するエコー
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信号値を取得し、以下繰り返し直前の送信条件より機械的作用が高い送信条件にて少なく
とも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得する第１のステップと
、
　前記第１のステップで取得した少なくとも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエ
コー信号値から、前記機械的作用に対する超音波造影剤の感受性の差異を表現する再構成
画像を再構成する第２のステップと、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置の診断方法。
【請求項７】
　前記機械的作用が高い送信条件は、前記直前の送信条件の超音波よりも高い送信駆動音
圧にて続く送信条件の超音波を照射することを特徴とする請求項６に記載の超音波診断装
置の診断方法。
【請求項８】
　前記機械的作用が高い送信条件は、前記直前の送信条件の超音波よりも低い周波数にて
続く送信条件の超音波を照射することを特徴とする請求項６に記載の超音波診断装置の診
断方法。
【請求項９】
　前記再構成される機械的作用に対する超音波造影剤の感受性の差異を表現する再構成画
像は、前記取得した少なくとも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値に
於ける、空間的に対応する画素で最も信号強度の高い値を選択して少なくとも１つの再構
成される画像であることを特徴とする請求項６に記載の超音波診断装置の診断方法。
【請求項１０】
　前記再構成される機械的作用に対する超音波造影剤の感受性の差異を表現する再構成画
像は、前記取得した少なくとも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を
、それぞれ異なる色で重畳した少なくとも１つの再構成される画像であることを特徴とす
る請求項６に記載の超音波診断装置の診断方法。
【請求項１１】
　生体内に超音波造影剤を投与した後に、被検体内部の診断対象を超音波で走査し、超音
波断層画像を取得する超音波診断装置の診断プログラムに於いて、
　第１の送信条件で前記被検体の所定の断層面の第１の断層像若しくはそれに相当するエ
コー信号値を取得し、続けて直前の送信条件より造影剤バブルに印加する機械的作用が高
い第ｎ（ｎは２以上の整数）の送信条件にて第ｎの断層像若しくはそれに相当するエコー
信号値を取得し、以下繰り返し直前の送信条件より機械的作用が高い送信条件にて少なく
とも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得するように促す第１の
手順と、
　前記第１の手順で取得した少なくとも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコー
信号値から、前記機械的作用に対する超音波造影剤の感受性の差異を表現する再構成画像
を再構成するように促す第２の手順と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置の診断プログラム。
【請求項１２】
　前記機械的作用が高い送信条件は、前記直前の送信条件の超音波よりも高い送信駆動音
圧にて続く送信条件の超音波を照射することを特徴とする請求項１１に記載の超音波診断
装置の診断プログラム。
【請求項１３】
　前記機械的作用が高い送信条件は、前記直前の送信条件の超音波よりも低い周波数にて
続く送信条件の超音波を照射することを特徴とする請求項１１に記載の超音波診断装置の
診断プログラム。
【請求項１４】
　前記再構成される機械的作用に対する超音波造影剤の感受性の差異を表現する再構成画
像は、前記取得した少なくとも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値に
於ける、空間的に対応する画素で最も信号強度の高い値を選択して少なくとも１つの再構
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成される画像であることを特徴とする請求項１１に記載の超音波診断装置の診断プログラ
ム。
【請求項１５】
　前記再構成される機械的作用に対する超音波造影剤の感受性の差異を表現する再構成画
像は、前記取得した少なくとも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を
、それぞれ異なる色で重畳した少なくとも１つの再構成される画像であることを特徴とす
る請求項１１に記載の超音波診断装置の診断プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波造影剤を用いて行う造影エコー法に於いて、造影剤粒子の感受性の違
いを反映した定量解析が可能な超音波診断装置、画像処理装置及び超音波診断装置の診断
方法並びに診断プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断は、超音波プローブを体表から当てるだけの簡単な操作で心臓の拍動や胎児
の動きの様子がリアルタイム表示で得られ、且つ、安全性が高いため繰り返して検査が行
えるほか、システムの規模がＸ線、ＣＴ、ＭＲＩ等、他の診断機器に比べて小さく、ベッ
ドサイドへ移動していっての検査も容易に行えるなど、簡便である。超音波診断装置の大
きさは、それが具備する機能の種類によって様々に異なるが、小型なものは片手で持ち運
べる程度の装置が開発されている。
【０００３】
　超音波診断は、Ｘ線等のように被曝の影響がないので、比較的安心して使用することが
でき、将来的には患者が自分で操作できる可能性がある。
【０００４】
　ここで、造影エコー法について説明する。
【０００５】
　近年、静脈投与型の超音波造影剤が製品化され、造影エコー法が行われるようになった
。例えば、心臓及び腹部臓器等の検査で、静脈から超音波造影剤を注入して血流信号を増
強し、血流動態の評価を行うのが目的である。造影剤の多くは微小気泡（マイクロバブル
）が反射源となり、その注入量・濃度が高ければ造影効果は大きくなる。しかしながら、
気泡というデリケートな基材の性質上、超音波照射によって気泡は壊れ、造影効果時間の
短縮などが起こることもわかっている。そのため、現在の超音波造影法は、従来の診断に
比べて非常に小さな送信音圧下で行い、マイクロバブルを極力崩壊させることなく非線形
振動を引き起こし、持続的にエコー信号を得る方法が採られている。
【０００６】
　この造影エコー法に関して、血流の動態評価を行うための定量解析手法も多数研究され
ている。最も基本的なものは、造影剤投与後に、関心領域にてエコー信号が増強される過
程を追跡し、その輝度の経時変化についてグラフ化などを行う、いわゆるＴｉｍｅ　Ｉｎ
ｔｅｎｓｉｔｙ　Ｃｕｒｖｅ（ＴＩＣ）の計測である。
【０００７】
　また、前述したように、超音波造影剤の主成分であるマイクロバブルは超音波照射によ
り容易に消失するが、これを利用した解析を行おうとするものもある。具体的には、例え
ば送信を４秒間停止した後に送信を開始すれば、係る時間に流入した血液に対応した造影
剤エコー信号が得られ、この停止間隔を変化させてゆくと、血流動態の時間変化が得られ
るというものである（下記特許文献１参照）。
【０００８】
　次に、マイクロバブルの崩壊について説明する。
【０００９】
　前述したように、生体内に投与されたマイクロバブル（以下単にバブルと略記する）は
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、超音波パルスの機械的作用により崩壊するが、その閾値は、周波数、或いは音圧の関数
となることが理論的に求められている（下記非特許文献１参照）。
【００１０】
　図７は、前記非特許文献１の理論式から計算した、バブルの初期半径と、それが崩壊す
るための音圧の閾値の関係を示すグラフである。
【００１１】
　これによると、照射音圧が高いほどバブルは崩壊しやすく、また照射周波数が低いほど
崩壊しやすい。また、崩壊に必要な音圧レベルは、バブルの半径によっても変化し、比較
的大きなバブルを崩壊させるには、比較的大きな照射音圧（正確には、バブルに印加させ
る機械的強度）が必要であることがわかる。
【００１２】
　超音波造影剤のサイズ分布については、製造元などや論文などから知ることができるが
、平均直径は２～３ミクロン程度であり、毛細血管を容易に通過する。大きなものは赤血
球程度（８ミクロン）、また１ミクロン以下のものも多く存在することが知られている。
このように、造影剤投与後の生体内には、様々なサイズのバブルが存在していると考えら
れる。
【００１３】
　ここで、生体内に於けるバブルサイズの多様性について説明する。
【００１４】
　前述したように、バブルの直径が６μｍ程度であれば、赤血球と同様な振る舞い、すな
わち毛細血管壁から漏れずに体内を循環する。一方、１μｍ程度であれば、毛細血管壁か
ら漏れ細胞膜間の腔まで湿潤してゆく可能性がある。例えば、肝臓の類洞には１μｍ程度
のデイッセ腔と称される間隙が多数存在し、栄養や酸素分子レベルの物質は、この腔に容
易に流入するため、１μｍ程度のバブルもこの腔に流入することが考えられる。
【００１５】
　また、別のメカニズムとしては、肝臓内で異物を捕食し分解する細胞（クッパー細胞と
称される）が、バブルを捕食することも論文等で明らかになっている。クッパー細胞に捕
食されたバブルは周囲を細胞に囲まれるため、振動の挙動や崩壊するための超音波音圧の
閾値が変化することは容易に推測可能である。
【００１６】
　さて、前述した通り、１μｍ程度のバブルは、比較的崩壊しやすいという性質がある。
このため、図８（ａ）に示されるようなバブルが充満した臓器内を、例えば初めに５００
ｋパスカルの音圧レベルで照射すれば、１μｍ程度のバブルが主に崩壊し、同時に比較的
大きなエコー信号源となる。具体的には、赤血球レベルの循環系と血漿レベルの循環系の
両者から崩壊時のエコーが得られる（図８（ｂ）参照）。
【００１７】
　続いて、例えば１０００ｋパスカルの音圧レベルで照射すると、前回崩壊せずに残って
いたバブルのうち、比較的崩壊しやすいものがエコー源となる。具体的には、赤血球レベ
ルの循環系からエコーが得られる（図８（ｃ）参照）。
【００１８】
　更に、送信音圧を上昇させると、クッパー細胞に包囲されて崩壊の閾値が高くなってい
るバブルが崩壊し、クッパー細胞の存在に起因したエコー信号が得られる（図８（ｄ）参
照）。
【００１９】
　このようにして、異なる送信音圧下で得られるエコー信号は、それぞれ異なった生体の
情報を呈するものとなり、肝臓実質の間隙の大きさ、摂取細胞の機能、代謝機能など、新
たな診断情報を提供できる可能性もある。
【００２０】
　ところで、前述したような、血液内に様々な大きさのバブルが循環することと、それら
のバブルが崩壊する閾値が異なることを利用した技術は、既に知られている（例えば、下
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記特許文献２参照）。
【００２１】
　この特許文献２に記載の技術は、以下の如くである。通常の超音波診断装置の送信音圧
（送信電圧）は一定で制御されているが、図８に示されるように、送信音圧を徐々に上昇
させながら複数の画像を取得するものである。例えば、送信音圧１０Ｖで第１の診断画像
を取得し、次に２０Ｖで第２の画像を取得し、…、１００Ｖで第４の画像を取得するもの
である。ここから、例えば第１の画像のみを取り出して時系列的に配置すれば、送信音圧
１０Ｖで崩壊するバブルが存在する領域のみが診断画像に映像化されることになる。
【００２２】
　そして、図９に示されるように、第１の画像ａ、第２の画像ｂ、…を個別に観察するこ
とで、生体内機序の異なる情報の診断画像を取得できる可能性がある。例えば、前述した
図８で示されたような、血液循環に伴うバブルの画像と、類洞への浸潤するバブルの診断
画像の時間変化が同時に得られることになる。
【特許文献１】特開平１１－１５５８５８号公報
【特許文献２】特開２００２－１９１５９９号公報
【非特許文献１】Ｈｏｌｌａｎｄ　ＡＫ，　Ａｐｆｅｌ　ＲＥ，　Ａｎ　ｉｍｐｒｏｖｅ
ｄ　ｔｈｅｏｒｙ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｍｉｃｒｏｃａｖｉ
ｔａｔｉｏｎ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄｓ．　ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ　Ｕｌｔｒａｓｏｎ　Ｆ
ｅｒｒｏｅｌｅｃ　Ｆｒｅｑ　Ｃｏｎｔｒ　１９８９；　３６，　Ｎｏ．２，２０４－２
０８．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　しかしながら、前記特許文献２では、従来装置では得られない新たな診断情報を呈する
ことが期待されるものの、造影剤の時間変化を観察するためには、以下のような問題を含
んでいる。すなわち、送信音圧を上昇させて画像群を取得した一群の送信制御（Ｇｌ）の
後には、再び十分なバブルが診断領域に再充満するまで送信を停止して待機する、いわゆ
る間歌送信法を採る必要があった。これにより、リアルタイム性が損なわれることとなっ
ている。
【００２４】
　その後、前記手法を、後述する彌漫（びまん）性の診断に利用できる可能性が見出され
ている。このびまん性疾患の診断は、造影剤投与後十分時間が経過した、例えば３０分後
等に行われる。そこでは、血管系のバブルの循環は微小となっており、肝臓にバブルは完
全に消失されているか、クッパー細胞に捕食されている、或いは微小血管に接着している
等、いくつか分岐するが、超音波照射強度に依存したエコー信号を取得することで、前述
と同様の分別が期待される。
【００２５】
　しかしながら、びまん性疾患の診断に有用な情報を提供しようとした場合、時間的に変
化する超音波断層像の表示だけでは不足であることが考察される。
【００２６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、送信条件を変化させるこ
とでバブルに印加される超音波強度、すなわちバブル消失の程度を制御し、各送信条件下
で感受するバブルからのエコー信号から、新たな情報を有する超音波診断画像を再構成す
る機能、及び新しい定量法のための演算機能を有する超音波診断装置、画像処理装置及び
超音波診断装置の診断方法並びに診断プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　すなわち本発明は、生体内に超音波造影剤を投与した後に、被検体内部の診断対象を超
音波で走査し、超音波断層画像を取得する超音波診断装置に於いて、第１の送信条件で前
記被検体の所定の断層面の第１の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得し、
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続けて直前の送信条件より造影剤バブルに印加する機械的作用が高い第ｎ（ｎは２以上の
整数）の送信条件にて第ｎの断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得し、以下
繰り返し直前の送信条件より機械的作用が高い送信条件にて少なくとも３つ以上の断層像
若しくはそれに相当するエコー信号値を取得する送信制御手段と、前記送信制御手段で取
得した少なくとも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値から、前記機械
的作用に対する超音波造影剤の感受性の差異を表現する再構成画像を再構成する画像処理
手段と、を具備することを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明は、生体内に超音波造影剤を投与した後に、被検体内部の診断対象を超音
波で走査し、超音波断層画像を取得する超音波診断装置に於いて、第１の送信条件で前記
被検体の所定の断層面の第１の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得し、続
けて直前の送信条件より造影剤バブルに印加する機械的作用が高い第ｎ（ｎは２以上の整
数）の送信条件にて第ｎの断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得し、以下繰
り返し直前の送信条件より機械的作用が高い送信条件にて少なくとも３つ以上の断層像若
しくはそれに相当するエコー信号値を取得する送信制御手段と、前記送信制御手段で取得
した少なくとも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値から、前記機械的
作用に対するエコー信号強度の関係を表現する音圧依存曲線を描画可能な演算処理手段と
、を具備することを特徴とする。
【００２９】
　更に、本発明は、生体内に造影剤を投与した後に、被検体内部の診断対象を走査して断
層画像を処理する画像処理装置に於いて、第１の送信条件で前記被検体の所定の断層面の
第１の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得し、続けて直前の送信条件より
造影剤バブルに印加する機械的作用が高い第ｎ（ｎは２以上の整数）の送信条件にて第ｎ
の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得し、以下繰り返し直前の送信条件よ
り機械的作用が高い送信条件にて少なくとも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエ
コー信号値を取得する送信制御手段と、前記送信制御手段で取得した少なくとも３つ以上
の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値から、前記機械的作用に対する造影剤の感
受性の差異を表現する再構成画像を再構成する画像処理手段と、を具備することを特徴と
する。
【００３０】
　本発明は、生体内に超音波造影剤を投与した後に、被検体内部の診断対象を超音波で走
査し、超音波断層画像を取得する超音波診断装置の診断方法に於いて、第１の送信条件で
前記被検体の所定の断層面の第１の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得し
、続けて直前の送信条件より造影剤バブルに印加する機械的作用が高い第ｎ（ｎは２以上
の整数）の送信条件にて第ｎの断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得し、以
下繰り返し直前の送信条件より機械的作用が高い送信条件にて少なくとも３つ以上の断層
像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得する第１のステップと、前記第１のステッ
プで取得した少なくとも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値から、前
記機械的作用に対する超音波造影剤の感受性の差異を表現する再構成画像を再構成する第
２のステップと、を具備することを特徴とする。
【００３１】
　そして、本発明は、生体内に超音波造影剤を投与した後に、被検体内部の診断対象を超
音波で走査し、超音波断層画像を取得する超音波診断装置の診断プログラムに於いて、第
１の送信条件で前記被検体の所定の断層面の第１の断層像若しくはそれに相当するエコー
信号値を取得し、続けて直前の送信条件より造影剤バブルに印加する機械的作用が高い第
ｎ（ｎは２以上の整数）の送信条件にて第ｎの断層像若しくはそれに相当するエコー信号
値を取得し、以下繰り返し直前の送信条件より機械的作用が高い送信条件にて少なくとも
３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコー信号値を取得するように促す第１の手順
と、前記第１の手順で取得した少なくとも３つ以上の断層像若しくはそれに相当するエコ
ー信号値から、前記機械的作用に対する超音波造影剤の感受性の差異を表現する再構成画
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像を再構成するように促す第２の手順と、を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、送信条件を変化させることでバブルに印加される超音波強度、すなわ
ちバブル消失の程度を制御し、各送信条件下で感受するバブルからのエコー信号から、新
たな情報を有する超音波診断画像を再構成する機能、及び新しい定量法のための演算機能
を有する超音波診断装置、画像処理装置及び超音波診断装置の診断方法並びに診断プログ
ラムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
【００３４】
　図１は、本発明の一実施形態に係る超音波診断装置１０のブロック構成を示した図であ
る。
【００３５】
　図１に於いて、本超音波診断装置１０は、装置本体１１と、超音波プローブ１２と、入
力装置１３と、モニタ１４とを有して構成される。また、装置本体１１は、送受信ユニッ
ト２１と、Ｂモード処理ユニット２２と、ドブラ処理ユニット２３と、画像生成回路２４
と、制御プロセッサ２５と、内部記憶装置２６と、画像メモリ２７、ソフトウェア格納部
２８、インタフェース部２９から成る記憶部３０を備えている。装置本体１１に内蔵され
る送受信ユニット２１等は、集積回路等のハードウェアで構成されることもあるが、ソフ
トウェア的にモジュール化されたソフトウェアプログラムである場合もある。
【００３６】
　超音波プローブ１２は、送受信ユニット２１からの駆動信号に基づいて超音波を発生し
、被検体Ｐからの反射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子、当該圧電振動子に設け
られる整合層、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するパッキング材等を有
している。当該超音波プローブ１２から被検体Ｐに超音波が送信されると、当該送信超音
波は、体内組織の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコー信号として超
音波プローブ１２に受信される。このエコー信号の振幅は、反射することになった不連続
面に於ける音響インピーダンスの差に依存する。
【００３７】
　また、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された場
合のエコーは、ドブラ効果により移動体の超音波送信方向の速度成分を依存して、周波数
偏移を受ける。
【００３８】
　入力装置１３は、装置本体１１に接続されており、オペレータからの各種指示、条件、
関心領域（ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体１１に取り込むた
めのトラックボール１３ａ、各種スイッチ１３ｂや釦の他、マウス、キーボード等を有し
ている。モニタ１４は、画像生成回路２４からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学
的情報や血流情報を、画像として表示する。
【００３９】
　送受信ユニット２１は、図示されないトリガ発生回路、遅延回路及びバルサ回路等を有
している。バルサ回路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送
信超音波を形成するためのレートパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路では、チ
ャンネル毎に超音波をビーム状に集束し、且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時間
が、各レートパルスに与えられる。トリガ発生回路は、このレートパルスに基づくタイミ
ングで、超音波プローブ１２に駆動パルスを印加する。
【００４０】
　尚、送受信ユニット２１は、制御プロセッサ２５の指示に従って、後述する本実施形態
のスキャンシーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能
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な機能を有している。特に、送信駆動電圧の変更については、瞬間にその値を切り替え可
能なリニアアンプ型の発信回路、または複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構に
よって実現される。
【００４１】
　また、送受信ユニット２１は、図示されないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器等を有
している。アンプ回路では、超音波プローブ１２を介して取り込まれたエコー信号が、チ
ャンネル毎に増幅される。Ａ／Ｄ変換器では、この増幅されたエコー信号に対し受信指向
性を決定するのに必要な遅延時間が与えられ、その後、加算器に於いて加算処理が行われ
る。この加算により、エコー信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、
受信指向性と送信指向性とにより超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００４２】
　Ｂモード処理ユニット２２は、送受信ユニット２１からエコー信号を受け取り、対数増
幅、包絡線検波処理等を施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生成する。
このデータは、画像生成回路２４に送信され、反射波の強度を輝度にて表したＢモード画
像として、モニタ１４に表示される。
【００４３】
　ドブラ処理ユニット２３は、送受信ユニット２１から受け取ったエコー信号から速度情
報を周波数解析し、ドブラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出して、平均速
度、分散、パワー等の血流情報を多点について求める。得られた血流情報は、画像生成回
路２４に送られて、平均速度画像、分散画像、パワー画像、これらの組み合わせ画像とし
て、モニタ１４にカラー表示される。
【００４４】
　画像生成回路２４は、超音波スキャンの走査線信号列を、テレビ等に代表される一般的
なビデオフォーマットの走査線信号列に変換し、表示画像としての超音波診断画像を生成
する。また、画像生成回路２４は、画像データを格納する記憶用のメモリを搭載しており
、例えば診断の後に操作者によって検査中に記録された画像を呼び出すことが可能となっ
ている。尚、当該画像生成回路２４に入る以前のデータは、「生データ」と称されること
がある。また、本実施形態の主要部分は画像生成回路２４にあり、詳細は後述する。
【００４５】
　制御プロセッサ２５は、情報処理装置（計算機）としての機能を有しており、本超音波
診断装置本体１１の動作を制御する制御手段である。この制御プロセッサ２５は、内部記
憶装置２６から、後述する画像生成・表示等を実行するための制御プログラムを読み出し
てソフトウェア格納部２８上に展開し、各種処理に関する演算・制御等を実行する。
【００４６】
　内部記憶装置２６は、後述するスキャンシーケンス、画像生成、表示処理を実行するた
めの制御プログラムや、診断情報（患者ＩＤ、医師の所見等）、診断プロトコル、送受信
条件、対応表、その他のデータ群が保管されている。また、必要に応じて、画像メモリ２
７中の画像の保管等にも使用される。内部記憶装置２６のデータは、インタフェース部２
９を経由して、図示されない外部周辺装置へ転送することも可能となっている。
【００４７】
　画像メモリ２７は、画像生成回路２４から受信した画像データを格納するメモリから成
る。この画像データは、例えば診断の後に操作者によって呼び出すことが可能となってお
り、静止画的に、或いは複数枚を使って動画的に再生することが可能でなる。また、画像
メモリ２７は、送受信ユニット２１直後の出力信号（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ（
ＲＦ）信号と称される）、送受信ユニット２１通過後の画像輝度信号、その他の生データ
、ネットワークを介して取得した画像データ等を必要に応じて記憶する。
【００４８】
　インタフェース部２９は、入力装置１３、ネットワーク、新たな外部記憶装置（図示せ
ず）に関するインタフェースである。当該装置によって得られた超音波画像等のデータや
解析結果等は、インタフェース部２９よって、ネットワークを介して他の装置に転送可能
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である。
【００４９】
　次に、図２を参照して、本実施形態に於ける送信シーケンスについて説明する。
【００５０】
　図２に於いて横軸は時間経過を表しており、縦軸は送信によるバブルヘの機械的作用の
度合いを表している。すなわち、縦軸の値が大きいほど、送信周波数は低い、或いは送信
駆動音圧は大きくなる、若しくはその複合として設定される（以下、説明の簡単化のため
、バブルヘの機械的作用が強いときを単に「送信音圧が高い」と記すものとする）。
【００５１】
　また図中の矢印は、１フレームの超音波スキャンを表しており、該当フレームの送信音
圧の機械的作用が、この矢印の長さに対応する。尚、１枚の超音波診断画像は、一般的に
数百回の送受信による数百本の走査線から構成されるが、ここでは構成された１枚の画像
を１本の矢印で示している。更に、矢印の間隔は、一般にフレームレートと称される。
【００５２】
　図２にＴ１で示される期間は、低音圧送信による超音波断層像の取得する時間を示して
いる。この期間で操作者は、バブルの消失を極力避けながら生体内の診断領域を探索する
。続く時間Ｔ２は、操作者による入力装置１３からの指示を示している。これによって、
超音波診断装置１０は、本実施形態に於ける主要な送信に遷移する。
【００５３】
　また、期間Ｔ３は、１フレーム毎に送信音圧を上昇させて複数の診断画像を取得するこ
とを示しており、本実施形態の主要部分である。具体例としては、送信電圧を２０Ｖ、４
０Ｖ、６０Ｖ、８０Ｖ、１００Ｖとそれぞれ上昇させる。図２に示される例では、５枚の
フレームを取得しているが、取得するフレーム数は任意で良い。また、各電圧値を複数回
ずつ（例えば、２０Ｖ、２０Ｖ、４０Ｖ、４０Ｖ、…１００Ｖ、１００Ｖ）送信する手段
を用いても良い。更に、前述したように、制御するのは送信音圧（電圧）に限らず、バブ
ルに印加される機械的作用が上昇するパラメータであれば、例えば周波数を下げていく方
式でも良い。
【００５４】
　図２の期間Ｔ３の送信後は、これらＴ３の送信によって得られた信号を基に、後述する
再構成画像、或いはグラフが表示される。若しくは、前記再構成画像を生成、或いはグラ
フを作成するための対話的ソフトウェアプログラムが起動可能となる。
【００５５】
　次に、図２のシーケンスを使用した診断プロトコルについて、図３のフローチャートを
参照して説明する。
【００５６】
　先ず、操作者は、主に検査を始める前に、準備として本実施形態に於けるシーケンスが
選択される。具体例としては、前述したように、第１～第１０フレームを取得するための
送信音圧が、それぞれ１０Ｖ、２０Ｖ、３０Ｖ、…、１００Ｖとなるようなシーケンスで
ある。操作者は、予め用意された複数のプロトコルシーケンスから、所望のシーケンスを
対話的に選択することができるようになっている。
【００５７】
　次に、操作者によって被検体Ｐのスキャンが開始される（ステップＳ１）。本実施形態
では、１０分以上前に、既に造影剤が生体内に投与されているものとし、造影剤の体内循
環は平衡状態に達している。具体的には、血流による体内循環中のバブルはほとんどが消
失しており、肝臓内に留まるバブルがあれば、それらが残存している状態となっている。
初めは、バブルを壊さない程度の低音圧送信下での臓器の断層像が、操作者により確認さ
れる。
【００５８】
　次に、造影剤が投与されて、本実施形態のシーケンスによる送信及び記録が開始される
。開始手段は、入力装置１３に備えられている釦を押すこと等によってなされる。その後
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、操作者にとっては自動的に本シーケンスが実行される。超音波診断装置１０では、その
送信条件の情報と共に、画像フレーム或いは画像構成前のエコー信号が、イメージメモリ
或いは記憶媒体へ記録される。具体的には、先ず第１の送信音圧（例えば１０Ｖ）での信
号の送信及びこれにより得られたエコー信号が記録される（ステップＳ２１）。次いで、
第２の送信音圧（例えば２０Ｖ）での信号の送信及びエコー信号が記録され（ステップＳ
２２）、以降、送信音圧を変更して信号の送信及びエコー信号の記録という動作が繰り返
され、最後に第Ｎ番目の送信音圧（例えば１００Ｖ）での信号の送信及びエコー信号が記
録される（ステップＳ２ｎ）。
【００５９】
　前記ステップＳ２１～２ｎのシーケンスが終了すると、この間に得られたエコー信号が
用いられて、後述する画像の再構成演算処理が開始される（ステップＳ３）。再構成され
た結果は、モニタ１４に表示される（ステップＳ４）。
【００６０】
　その後、操作者は、生体臓器の別な断層面等で、同じプロトコルを繰り返すか否かが判
断される（ステップＳ５）。プロトコルが継続される場合は前記ステップＳ２１に移行し
、継続されない場合は、本プロトコルが終了する。
【００６１】
　次に、再構成の画像について説明する。
【００６２】
　図４は、本実施形態のシーケンスによって得られた元画像を示したもので、（ａ）～（
ｄ）に示される画像３５ａ～３５ｄは送信音圧の低値のものから並べて示している。
【００６３】
　尚、本実施形態では説明の簡単化のため、使用する元画像は３５ａ～３５ｄの４枚とし
ているが、これに限られるものではない。
【００６４】
　ここで、画像の再構成を行うための手順について説明する。
【００６５】
　先ず、最大値保持演算について説明する。
【００６６】
　この最大値保持演算に於いて、最も簡単な画像処理は、使用する複数画像に対して、空
間的に対応する画素で最も信号強度の高い値を選択して、１枚の新たな画像を生成する方
法である。この場合、全ての画像を使用すると、本実施形態の手法を用いずに、最大送信
音圧でバブルのエコー信号を得ることと同様になるが、ある一定値以上の送信音圧の結果
（例えば、送信音圧５０Ｖ以上、画像３５ｃ、３５ｄのみを用いる、など）を使用するこ
とで、特定の情報を選択的に映像化することができる。
【００６７】
　次いで、積算値演算について説明する。
【００６８】
　この積算値演算とは、対応する各画素の値の総和を基に新たな画像を再構成する方法で
ある。一般的に、総和した値は過大となり、表示可能な値を超えてしまう場合があるため
、最大値で規格化されるようになっている。
【００６９】
　送信音圧に依存したカラー表示について説明する。
【００７０】
　これは、各送信音圧の結果によるエコー信号を、それぞれ異なる色で重畳表示すること
である。例えば、図４（ａ）～（ｄ）に示される画像３５ａ～３５ｄを、それぞれ赤、黄
色、緑、青とした場合、これら４枚の画像を、図５に示されるように１枚の画像に重畳す
る。
【００７１】
　次に、解析演算機能について説明する。
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【００７２】
　図３に示されるシーケンスが終了した後、操作者の指示によって、図６に示されるよう
な画像を表示して解析プログラムが起動することも可能となっている。
【００７３】
　このとき、本実施形態のシーケンスにより得られたＮ枚の画像を、１枚ずつ閲覧するこ
とが可能なように、画面４０内にコントロール釦４１が備えられている。前述した一連の
画像群は、時間的に変化する診断画像と類似に扱うことができるが、フレーム方向に変化
するのは時間ではなく、音圧値であることに注意する必要がある。
【００７４】
　本実施形態に於ける解析ソフトウェアでは、画像４２の局所に関心領域４３を設定して
、その部分の平均輝度の変化を計測し、表示部４４に表示することが可能となっている。
更に、各々の詳細の数値も表示する表示領域４５も有している。解析結果のグラフを表示
部４４に表示する場合、横軸は音圧値、縦軸はエコー信号強度となるが、これらの値は予
め画像と共に記録されたヘッダ情報等から、プログラムが取得可能となっている。
【００７５】
　本実施形態によれば、ある送信条件下で感受するバブルからのエコー信号をそれぞれ分
離して取得することができることから、特異的に感受するバブルの分布を示した画像を再
構成することができる。これは診断学として、新たな情報を提示する可能性があるもので
ある。
【００７６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形実施が可能であるのは勿論で
ある。
【００７７】
　更に、上述した実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成
要件の適当な組合せにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構
成要件から幾つかの構成要件が削除されても、或いは実施形態に示される構成要件が幾つ
か組合わされても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効
果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成も発明
として抽出され得る。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置１０のブロック構成を示した図である
。
【図２】本発明の一実施形態に於ける送信シーケンスについて説明するための概念図であ
る。
【図３】本発明の一実施形態に於ける送信シーケンスについて説明するためのフローチャ
ートである。
【図４】本発明の一実施形態のシーケンスで得られる画像群の例を示す概念図である。
【図５】図４の画像群から画像再構成法により重畳表示した画像の一例を示した図である
。
【図６】本発明の一実施形態により得られる画像群を解析する解析ソフトウェアの一例を
示した図である。
【図７】バブルのサイズと崩壊に必要な引圧の理論的な関係を示したグラフである。
【図８】サイズの異なるバブルの微視的な存在領域を示す概念図である。
【図９】従来の時間的変化を観察するシーケンスを説明するための図である。
【符号の説明】
【００７９】
　１０…超音波診断装置、１１…装置本体、１２…超音波プローブ、１３…入力装置、１
３ａ…トラックボール、１３ｂ…スイッチ、１４…モニタ、２１…送受信ユニット、２２
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…Ｂモード処理ユニット、２３…ドブラ処理ユニット、２４…画像生成回路、２５…制御
プロセッサ、２６…内部記憶装置、２７…画像メモリ、２８…ソフトウェア格納部、２９
…インタフェース部、３０…記憶部。

【図１】 【図２】

【図３】
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